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 事業の概要 

(１) 事業の名称 

島本町新体育館等整備事業 

 

(２) 事業の対象となる公共施設 

   島本町新体育館等整備事業（以下「本事業」という。）で対象とする施設は、体育館、屋内

プール及び付帯施設（以下「本施設」という。）とする。 

 

(３) 公共施設の管理者 

島本町長 山田紘平 

 

(４) 事業の目的 

島本町（以下「町」という。）が設置・運営する町立体育館は、昭和 56年の開設以来、

多くの住民から、スポーツ活動の拠点、そして体力づくりや健康づくりの場として親し

まれてきた。  

しかしながら、平成 28年度に実施した耐震診断の結果、第１体育室が耐震性能を満た

していないことが判明するとともに、用地が借地であることや、施設・設備ともに老朽化

が進行していることなど、様々な課題を抱えている。 

また、小中学校プールについては、町内に４つの小学校と２つの中学校があり、いずれ

の施設にも屋外プールが設置されているが、各プールは建設後、約 30～50年が経過して

おり、大規模改修工事を実施していない４校のプールでは、プール槽やろ過装置等の老

朽化が顕著にみられる。 

また、近年の猛暑によるプール授業の中止への対策とともに、国から求められている

教員の働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方についても早急な検討が必要と

なっている。 

さらに、住民の方に惜しまれつつも施設の老朽化などの問題により、平成 26年に町立

プールを廃止しているため、住民が利用できるプールが町内には民間も含めて、現在１

箇所もない状況となっている。 

上記のような課題を踏まえ、町立体育館の諸課題を解決し、住民の安全性確保や、学校

プールを集約化し、授業時以外は住民が年中利用できる屋内プールの整備が求められて

いる。 

このことから、令和７年３月に策定した「島本町新体育館等整備基本計画」に基づき、

水無瀬川緑地公園内に効率的かつ効果的に民間の発想力と優れたノウハウを最大限活用

し、民間からの提案を基に整備できる設計施工一括発注（デザインビルド／Design 

Build：ＤＢ）方式（以下「ＤＢ方式」という。）によって本施設を整備することを目的と

する。 
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(５) 施設の整備方針 

ア 基本コンセプト 

町が掲げる、「いつでも、どこでも、だれでも」を基本とした、スポーツに親しむこ

とができるまちづくりの実現に向けて、新体育館等の基本コンセプトを次のように設

定する。 

 

 

 

イ 基本方針 

新体育館等の計画及び整備は次の基本方針に基づいて行うものとする。 
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(６) 事業の内容 

ア 事業方式 

本事業は、ＤＢ方式により実施することで、効率的かつ効果的に民間の発想力と優

れたノウハウを最大限活用し、水無瀬川緑地公園内に本施設の整備を図るものとする。 

イ 契約の形態 

町は、本施設の設計・建設業務等を一括で請け負わせるために、優先交渉権者を選定

事業者（以下「事業者」という。）として、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次

第、速やかに随意契約に係る手続きを開始し、町議会の議決を経て契約を行うものと

する。なお、協議後には、事業者はあらためて見積書を提出するものとする。 

ウ 整備期間 

設計・建設期間：契約締結日の翌日～令和 11年 11月末日（予定） 

エ 事業の対象となる業務範囲 

事業者が実施する業務は、次のとおりとする。 

・設計業務 

・工事監理業務 

・建設業務 

・その他本施設の設計･建設上必要な業務 

オ 事業者の収入 

町は、本事業の業務に係る対価について、設計施工一括契約に基づき、事業者に支払う。 

 

(７) 法令等の遵守 

町及び事業者は、本事業を実施するにあたり、必要とされる関係法令（関連する施行令、

施行規則、条例等を含む。）等を遵守しなければならない。 
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 事業者の募集に関する事項 

 

(１) 事業者の募集の手順 

ア 事業者の募集スケジュール 

事業者の募集スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

令和８年４月１日（水） 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

令和８年４月16日（木） 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書の提出期限 

令和８年６月 プロポーザル公告 

令和８年７月 募集要項等に関する質問の受付、質問の回答 

令和８年８月 参加資格審査の受付、参加資格審査結果の通知 

令和８年10月 提案書類の受付 

令和８年12月 優先交渉権者の決定 

令和９年１、２月 設計施工一括契約（仮契約）の締結 

令和９年３月 設計施工一括契約（本契約）の締結 

イ 参考資料の貸与 

    町は、要求水準書（案）の資料一覧のうち、「資料２都市公園台帳」、「資料３地盤調査

報告書」、「資料４島本町運動緑地公園整備工事図面」、「資料 12島本町営山崎住宅建設

工事竣工図（抜粋）」について、本事業への応募を検討する者に貸与する。資料はＣＤで

貸与するものとし、希望者は７（４）の問合せ先に事前に連絡したうえで、第２号様式

を持参し訪問すること。 

      

受付期間：令和８年４月２日（木）午前９時から 

令和８年４月 16日（木）午後４時まで（土日除く） 

ウ 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見の受付 

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見を次のとおり受け付ける。 

なお、町は、当該意見も踏まえた上で、募集要項等の内容を検討することとし、当該

意見に対する回答を町より行うものではない。 

 

受付期間：令和８年４月 16日（木）午後４時まで 

提出方法：添付の第１号様式に記入の上、当該データを下記の専用フォームに提

出すること。なお、本件に関しては、来庁による窓口対応、電話その

他の方法による対応は行わない。 

専用フォーム：https://logoform.jp/form/8bKw/1490705 
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(２) 応募者の備えるべき参加資格要件等 

ア 応募者の構成等 

(ア) 応募者は、施設の設計及び工事監理を行う者（以下「設計企業」という。）、施設の

建設を行う者（以下「建設企業」という。）で構成されるものとし、以下に示すいず

れかの構成で参加するものとする。なお、設計企業のうち、施設の設計と工事監理

を行う者を別とすることはできない。 

a 単体企業 

b 設計企業と建設企業の各１社で構成するグループ 

(イ) 応募者の代表者（以下「代表企業」という。）は建設企業とし、必ず代表企業が参加

手続きを行うこと。 

(ウ) 参加表明書提出以降、応募者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、やむ

を得ない事情が生じた場合は、町と協議を行うものとする。 

(エ) 応募者の構成員（参加表明書提出以降、町がやむを得ない事情と認めた場合、並び

に参加資格を失った場合等により応募者から脱退した構成員を含む。）は、他の応募

者の構成員になることはできない。 

イ 各業務を行う者の要件 

応募者は、参加表明書の提出時において、それぞれ次に掲げる要件を全て満たす者

とする。 

(ア) 設計企業の要件 

a 島本町財務規則第 107条（平成 11年島本町規則第 12号）に規定する令和８・９・

10年度指名競争入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）に登録され

た者であること。 

b 建築士法(昭和 25年法律第 202号)第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録をしている者であること。 

c 平成 23年度以降、元請（共同企業体は代表者）として、国、地方公共団体又は独

立行政法人（※１、以下同様）が発注した、次の①及び②の設計業務を完了した

実績を有していること。なお、①の一部に②を含む場合は、当該実績をもって①

及び②の両方の実績を満たすものとする。また、本業務における設計業務とは新

築、改築又は増築工事にかかる基本設計又は実施設計業務とする。ただし、増築

工事にかかる設計業務については、増築部分の延べ面積を実績の対象とする。 

①延べ面積 2,000 ㎡以上の体育館、アリーナ、又はこれらに類する屋内運動施

設（多目的運動施設等） 

②屋内プール施設 

※１ 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定 

(イ) 建設企業の要件 

a 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による建築工事業に係

る特定建設業の許可を受けていること。 

b 島本町財務規則第 107条（平成 11年島本町規則第 12号）に規定する令和８・９・
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10年度指名競争入札参加資格者名簿（建設工事）に登録された者で、建築一式工

事を希望業種としていること。 

c 建築一式工事について、建設業法第 27条の 23の規定による経営規模等評価結果

通知書・総合評定値通知書（※有効な最新のもの）の総合評定値（Ｐ点）が 1,120

点以上であること。 

d 平成 23年度以降に竣工した、元請（共同企業体は代表者）として、国、地方公共

団体又は独立行政法人が発注した、次の①及び②の新築又は増築工事に係る建築

一式工事の実績を有していること。構造は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄

骨鉄筋コンクリート造とする。なお、①の一部に②を含む場合は、当該実績をも

って①及び②の両方の実績を満たすものとする。また、増築工事の場合は、増築

部分の延べ面積を実績の対象とする。 

①延べ面積 2,000 ㎡以上の体育館、アリーナ、又はこれらに類する屋内運動施

設（多目的運動施設等） 

②屋内プール施設 

ウ 配置技術者の要件 

応募者は、参加表明書の提出時において、それぞれ次に掲げる要件を全て満たす技

術者を配置すること。 

なお、参加表明書の提出日において、建設業務の配置技術者を特定できない場合は

複数の者を届出ることを認める。 

(ア) 設計業務の技術者要件 

a 管理技術者、主任担当技術者（総合、電気設備、機械設備、構造、建築積算）を

配置すること。 

b 管理技術者が主担当技術者（総合）を兼ねることは認める。主任担当技術者（電

気設備）と主任担当技術者（機械設備）の兼務は認める。 

c 管理技術者及び主任担当技術者（総合）は設計企業に所属し、かつ、参加表明書

提出期限以前に３ヶ月以上の雇用関係があること。その他の配置技術者は、設計

企業又は再委託先に所属し、かつ、参加表明書提出期限以前に３ヶ月以上の雇用

関係があること。 

d 管理技術者及び主任担当技術者は以下のいずれかの資格を有すること。 

管理技術者 一級建築士 

主任担当技術者（総合） 一級建築士 

主任担当技術者（電気設備） 一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士 

主任担当技術者（機械設備） 一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士 

主任担当技術者（構造） 一級建築士、構造設計一級建築士 

主任担当技術者（建築積算） － 

 

(イ) 建設業務の技術者要件 

a 専任の監理技術者を代表企業から配置すること。監理技術者は参加表明書提出期

限以前に３ヶ月以上の雇用関係があること。 

b 専任の監理技術者は一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格者であり、建築
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工事業に係る監理技術者資格者証を有し、建設業法第 26 条第５項に規定する講

習を修了した者を配置すること。 

c 現場代理人を配置すること。現場代理人は建設企業に所属し、かつ、参加表明書

提出期限以前に３ヶ月以上の雇用関係があること。 

d 監理技術者が現場代理人を兼ねることは認める。 

(ウ) 工事監理業務の技術者要件 

a 建築基準法及び建築士法に規定される工事監理者を配置すること。 

b 設計業務の管理技術者が工事監理者を兼ねることは認める。 

c 工事監理者は設計企業に所属し、かつ、参加表明書提出期限以前に３ヶ月以上の

雇用関係があること。 

d 工事監理者は一級建築士の資格を有すること。 

エ 技術者の変更 

契約締結後に管理技術者、現場代理人及び監理技術者の変更は認めない。ただし、

病休・死亡・退職等特別な事情により、その者を配置できない場合には、その者と同等

の資格及び実績を有する者を選定し、町との協議の上、町が適当と判断する場合に限

り、変更を認めることができるものとする。また、各主任担当技術者の変更は、その者

と同等の資格及び実績を有する者を配置する場合に限り認めるものとする。 

オ 応募者の制限 

次に該当する者は、応募者の構成員となることはできない。 

(ア) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当する

者。 

(イ) 資格審査受付日において、島本町建設工事請負業者指名停止要項に基づく指名停止

等の期間中に該当する者。 

(ウ) 島本町暴力団排除条例（平成 26年島本町条例第８号）第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当する者。 

(エ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立てをし

ている又は申立てをなされた事実がある者、並びに民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の規定に基づく再生手続の申立てをしている又は申立てをなされた事実が

ある者にあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定並びに再生計画認可の決定又は更生計画の認可の決定を受けていない者。 

(オ) 代表者が同じ法人又は個人が、他の応募者の構成員となっている者。 

(カ) 次のいずれかに該当している。  

・国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納している。 

・町に納付すべき町税を滞納している。 

(キ) 町が本事業に係る事業者選定支援業務を委託しているパシフィックコンサルタン

ツ株式会社と資本面若しくは人事面において関連がある者。この場合において、「資

本面において関連のある者」とは、当該企業の総株主の議決権の 100 分の 25 を超

える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 25 を超える出資を行っている
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者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役

員を兼ねている者をいう。 
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 事業者の選定に関する事項 

 

(１) 事業者の選定方法 

本事業を実施する事業者には、本施設の設計及び建設等を通じて、効率的・効果的かつ

安定的・継続的なサービスの提供が求められるものであり、事業者の広範かつ高度な能力

やノウハウ等（設計技術力、建設技術力等）と事業実施における経済性とを総合的に評価

する必要がある。 

したがって、事業者の選定は、提案価格及び価格以外の要素（事業実施能力並びに設計

及び建設能力等）を総合的に評価する「公募型プロポーザル方式」により行う。 

 

(２) 審査及び選定に関する事項 

町は、次のとおり審査を行う。 

ア 参加資格の審査・審査結果の通知 

応募者の参加資格を募集要項に基づき審査し、当該審査の完了後に審査結果を応募者

全員に対して、参加資格審査結果通知書により通知するものとする。 

イ 提案書類等の審査 

提案書類は、募集要項で定めた審査方法に基づき、審査委員会において書類審査及び

ヒアリング等による審査を実施し、提案内容及び提案価格を総合的に評価する。町は、

審査委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 

ウ 審査事項 

審査事項は、募集要項に添付する優先交渉権者選定基準に示す。 

エ 結果の通知及び公表 

優先交渉権者の決定結果は、優先交渉権者決定後、速やかに応募者に対して通知する

とともに、町ホームページにおいて公表する。 

オ 著作権 

提出物の著作権は、全て応募者が保有する。なお、町は、これを審査、議会、報道機

関への情報提供及び町の広報媒体での掲載のために無償で使用することができるもの

とする。ただし、応募者が落札候補者に選定された場合、応募者固有のノウハウなど外

部への報告に適さない情報を除いた提案概要書を提出させ、当該提案概要書を使用して

議会等への報告を行うことで、著作権の取扱いに留意するものとする。また、契約に至

らなかった応募者の提案については、本事業の公表の目的以外には使用しない。なお、

提出を受けた書類は返却しない。 

カ 特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令

等に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管

理・運営方法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて応募者が負うものとする。 

キ 情報公開について 
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提出された書類について、情報公開請求があった場合には、「プロポーザル方式によ

る事業者選定における情報公開の基準」に基づき公開の対象となるものとする。 
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 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

(１) 基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、町と事業者が適正にリスクを分担することによ

り、より低廉で質の高い施設整備をめざすものである。事業実施にあたり、事業者が行う

べき業務範囲・業務内容に係る諸リスクは事業者が負うことを原則とする。 

この考え方に基づいて町の考える本事業の業務において発生するリスクの分類・分担

を「別紙１ リスク分担表」に示す。なお、このリスク分類・分担は、今後、実施方針等

に関する意見を踏まえ変更することがある。 

 

(２) 提供されるサービス水準及び仕様 

本事業の業務における仕様は、要求水準書において示す。 

 

(３) 予想されるリスクと責任分担 

町と事業者とのリスク分担は、原則「別紙１ リスク分担表」によることとする。 

 

(４) リスクが顕在化した場合の費用負担方法 

原則として、町又は事業者のいずれかが責任を負うとしたリスクが顕在化した場合に

生じる費用は、その責任を負う者が負担するものとする。 
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 公共施設の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

(１) 公共施設の立地に関する事項 

公共施設の立地に関する事項は、次のとおりである。 

計画地に関する位置図及び事業用地範囲は別紙２を参照のこと。 

所在地 島本町山崎二丁目１-１、１-23、１-24、１-25の一部 

公園名 水無瀬川緑地公園 

公園種別（面積） 
都市公園（約30,624㎡） 

※都市公園内の既存施設の建築面積：325.44㎡ 

事業用地 

事業用地①：6,016.48㎡ 

事業用地②：3,707.04㎡ 

※一部町営緑地公園住宅敷地含む 

用途地域 準工業地域 

建ぺい率 60％（島本町都市公園条例による建ぺい率の上限12％） 

容積率 200％ 

防火地域 なし（法第22条地域） 

高さ制限等 
道路車線 適用距離：20ｍ 勾配：1.5 

隣地斜線 立上り：31ｍ、 勾配：2.5 

日影規制 なし 

その他 

景観計画区域 

宅地造成工事規制区域 

近郊緑地保全区域 

スーパー堤防造成済区域 

 

(２) 施設の規模 

本施設の規模及び構成は、次のとおりとする。 

室名 規模、利用方法等 

施設構成 

スポーツ機能 

・体育室１（35.0ｍ×27.0ｍ程度、スポーツ利用等） 

・体育室２（14.0ｍ×14.0ｍ程度、武道利用等） 

・その他必要な諸室 

体力づくり 

健康づくり機能 

・体育室３（100㎡程度、軽運動等） 

・トレーニングルーム 

・一般用プール（25ｍコース×６レーン） 

・幼児用プール 

・ジャグジープール 

・その他必要な諸室 

交流機能 ・エントランスホール、休憩スペース、研修室 

防災機能 ・備蓄倉庫、非常用発電機 

管理サービス機能 
・事務室、救護室、トイレ、倉庫、各種機械室、 

廊下・階段等 

駐車場・駐輪場 

・マイクロバス用駐車場：３台 

・搬入用駐車場 

・利用者用駐車場：110台以上 

（車いす使用者用、ゆずりあい駐車場含む。） 

・駐輪場：80台 
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 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

 

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、町と事業者は誠意をもって協議

するものとする。 

また、契約に関する紛争については、茨木簡易裁判所又は、大阪地方裁判所を合意によ

る第一審の専属管轄裁判所とする。 
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 その他事業の実施に関し必要な事項 

 

(１) 町議会の議決 

町は、契約の締結にあたっては、あらかじめ町議会の議決を経るものとする。 

 

(２) 情報提供 

町は、本事業に関する情報提供を、町ホームページを通じて適宜行うものとする。 

 

(３) 応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 

(４) 実施方針に関する問合せ先 

島本町教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課 

TEL：代表 075-961-5151 ／ 直通 075-962-6316 

FAX：075-962-0611 

Mail：syougai@shimamotocho.jp 
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別紙１：リスク分担表 
 

○：主分担 △：従分担 

※契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

町 事業者 

共
通 

応募 募集要項等の誤記及び提示漏れ等 ○  

応募費用 応募手続きに係る費用負担  ○ 

契約締結 
町の事由により契約が結べない等 ○  

上記以外の事由により契約が結べない等  ○ 

資金調達 
町において必要となる資金調達 ○  

事業者において必要とする資金調達  ○ 

制
度
関
連 

法制度 
本事業に直接関係する法制度の新設、変更、廃止等 ○  

上記以外の法制度の新設、変更、廃止等に関するもの  ○ 

税制度 
事業者の利益に課せられる税制度の新設、変更、廃止等  ○ 

上記以外の税制度の新設、変更、廃止等 ○  

行政 
契約に関する議会承認が得られない場合 ※ ○ ○ 

政策方針の変更による事業中止、費用の増大等 ○  

社
会 

近隣対応 
本施設の設置に対する住民反対運動・訴訟等 ○  

事業者が実施する業務に起因して生じる近隣住民への対応  ○ 

環境保全 
事業者が実施する業務に起因して生じる有害物質の排出、騒

音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合 
 ○ 

第三者賠償 事業者が実施する業務に起因して生じる事故等に対する賠償  ○ 

物価変動 インフレ・デフレに係る費用変動 ○ △ 

債務不履行 
町の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行等 ○  

事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行等  ○ 

不可抗力 天災、暴動等による費用の増大等 ○ △ 

計
画
・設
計 

許認可 
町の事由による許認可等の取得遅延 ○  

事業者の事由による許認可等の取得遅延  ○ 

測量・調査 
町が実施した測量・地質調査等 ○  

事業者が実施した測量・地質調査等  ○ 

設計変更 
町の事由による設計変更 ○  

上記以外の事由によるもの  ○ 

建
設 

土地の沈下 

町があらかじめ提示した事業用地の情報・資料から合理的に 

想定できない土地の沈下等 
○  

事業者が実施した設計・施工等によるもの  ○ 

地中障害物 

町があらかじめ提示した事業用地の情報・資料から合理的に 

想定できない地質障害・地中障害物等 
○  

上記以外の事由によるもの  ○ 

建設着工遅延 
町の事由による建設着工の遅延 ○  

上記以外の事由による建設着工の遅延  ○ 

一般的損害 建設工事の目的物や材料等に関して生じた損害  ○ 

建設費超過 
町の事由による建設費の増大 ○  

上記以外の事由による建設費の増大  ○ 

工事監理 工事監理に関するもの  ○ 

供用開始遅延 
町に起因した建設工事遅延による供用開始の遅延 ○  

上記以外に起因した建設工事遅延による供用開始の遅延  ○ 
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別紙２：位置図 
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第１号様式 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書 

 

令和  年  月  日 

島本町長 宛 

 

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書 

 

 

島本町新体育館等整備事業に関する実施方針及び要求水準書（案）について、次のとおり

意見がありますので提出します。 

 

 

提出者 

会社名  

所在地  

部署名  

担当者職氏名  

電話  

Ｅ-Ｍａｉｌ  

提出意見数  

 

 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 意見の内容 

（例） 実施方針 １ １ （１） ア （ア） ａ （ａ） 事業名称  

１           

２           

３           

４           

５           

※記載欄が足りない場合は、行の挿入やページの追加を行うこと。 
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第２号様式 守秘義務の遵守に関する誓約書 

 

令和 年 月 日 

島本町長 宛 

守秘義務の遵守に関する誓約書 

 

事 業 者 名  

所 在 地  

代 表 者 名 印 

 

（担当者連絡先）          

所 属  

担 当 者 名  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

                

 

当社は、このたび、島本町（以下「町」という。）が令和８年４月１日付けで公表した島本

町新体育館等整備事業（以下「本事業」という。）に係る実施方針について、本事業への参画

を検討すること（以下「本目的」という。）を目的に、要求水準書（案）の資料のうち守秘義

務対象資料の提供を受けることを希望します。 

なお、資料の提供を受けるに当たり、下記事項を遵守し秘密を保持することを誓約します。 

 

記 

 

第１条（利用の目的） 

１ 当社は、本目的のためにのみ、守秘義務対象資料の提供を受けるものであり、本目的

以外の目的のために当該資料を利用しません。 

２ 当社は、当社の代理人、補助者その他の者に守秘義務対象資料を開示したい場合、本

書記載の遵守事項と同一の守秘義務の履行を誓約させた場合に限り、本目的を達成する

ために必要な範囲および方法で、守秘義務対象資料の全部または一部を提供することが

できるものとします。また、当社は町から提供を受けた守秘義務対象資料を、当社の代

理人、補助者その他の者に提供をした場合は、任意の様式により、提供日、提供先、提

供先所在地、提供先担当者、提供先連絡先電話番号、提供した資料等について、速やか

に町に報告します。 
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第２条（秘密の保持） 

当社は、町から提供を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に

定めるほか、第三者に提供しません。 

 

第３条（善管義務） 

当社は、町から提供を受けた守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって

取り扱うことを誓約します。 

 

第４条（個人情報の取扱い） 

町から提供を受けた守秘義務対象資料のうち個人情報に該当するものについては、法令、

条例等（以下、「法令等」という。）により町に認められる範囲内で、かつ、当社に認めら

れる範囲内でのみ利用し、保持し、かつ法令等により町および当社に要求される程度の適

切な管理を行うことを約束します。 

 

第５条（期間） 

本書に基づき当社が負う義務は、本目的検討の結果プロポーザル審査への参加に至らな

かった場合および審査の結果受注候補者として選定されなかった場合であっても、存続す

るものとします。 

 

第６条（損害賠償義務） 

当社の本書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、および第１条に基づいて当社か

ら資料提供を受けた者が本書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、当社は、それに

より町に生じた損害を賠償することを約束します。 

 

第７条（書類の破棄または消去） 

当社が、町から守秘義務対象資料の提供を受けた後、契約に至らなかった場合、町から

提供を受けた守秘義務対象資料は、第１条に基づいて当社から資料提供を受けた者に提供

された資料およびこれらの写しも含めて全て速やかに破棄または消去することを約束しま

す。また、守秘義務対象資料を破棄または消去した場合は、第１条に基づいて当社から資

料提供を受けた者による廃棄または消去も含め、任意の様式により、実施日およびその手

段等について、速やかに町に報告します。 

 

第８条（定義） 

本書において、特段に定める場合のほか、本書における用語の定義は、本事業の実施方

針および要求水準書（案）の定めるところによることとします。 


